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横十間川底質関連対策検討会 

中間のまとめ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成16年 12月 

東京都建設局河川部計画課 

 
 
  

 



１ 河川の概要及び地域特性 

 

 

（１）河川の名称       

 

一級河川（荒川水系） 横
よこ

十 間
じゅっけん

川
がわ

 

    

 

（２）河川の流域       

 

 東京都江東区
こうとうく

、墨田区
す み だ く

 

      

           

（３）河川の規模     

 

   延 長：3.66km 

   起 点：北
きた

十 間
じゅっけん

川
がわ

からの分派点 

   終 点：大横川
おおよこがわ

への合流点（小名木川～大横川区間は計画外河川） 
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（４）横十間川の状況及び地域特性 

 

１）横十間川の概要 

 横十間川は、江東内部河川（荒川と隅田川に挟まれた江東三角地帯を流れる荒川水系の一級河川 10

河川と独立水系の二級河川１河川の計11河川の総称）の１つである（図１－１参照）。 

 万治２年（1659 年）に本所奉行によって開削され、川幅約十間（約 18ｍ）の川で、江戸城から見て

横に流れていたことからこの名が付けられた（現在の川幅は、天神橋で約36ｍ、神明橋で約36.5ｍ）。 

 北十間川の分派点を起点とし、終点は大横川への合流点までの延長約3.66kmの河川である。 

 江東内部河川のうち、旧中川、北十間川、横十間川、小名
お な

木川
ぎ が わ

については、周辺河川から締め切り、

平常時は水位を周辺地盤よりも低いA.P.-1.0ｍに保っている（水位低下整備河川、図１－２参照）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４－１ 江東内部河川位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 江東内部河川位置図 
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西 東

 

 

 

 

 

 

 

 
図１－２ 地盤高概念図 

 
２）横十間川の特性 

 横十間川の特性をまとめると以下のとおりであり、江東内部河川（水位低下河川）の流況と流速の状

況は図１－３に示すとおりである。 

・ 横十間川は江東内部河川のうち、水位低下河川の一つである。 

・ 樋門、閘門、締切り等により外水から締め切られ、常時は流速の小さい河川である。平常時の水の

流速は、北から南へ約0.028m/s程度である。 

・ 水位低下河川の平常時の水位は周辺地盤よりも低いA.P.－1.0mに保たれている。 

・ 水質維持を目的に北十間川樋門、扇橋閘門サイフォン、江東区親水公園（横十間川親水公園、仙台

堀川公園）サイフォン・ポンプにより西側の河川から河川水を流入させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図１－３ 江東内部河川（東側河川）の流況と流速（平成12年２月５日観測） 
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３）河川の断面等 

 現在の河川の断面等の状況は以下のとおりである。 

・水深は流心で約1.5～2.0m、両岸で1.0m以下である（図１－４参照）。 

・維持浚渫は昭和43年度から平成11年度に、区域を分けて実施している。対象区域付近での浚渫は昭

和 43～47 年度及び昭和 61 年度に実施している。 
 

４）護岸構造 

 現在の護岸構造は以下のとおりである。 

・護岸は、鋼矢板護岸（鋼矢板３型、鋼矢板長さ＝12.0m及び鋼矢板４型、鋼矢板長さ＝17.0m）である。 

・築堤後 20 年以上が経過し、鋼矢板の老朽化が一部見られる。 
 

５）江東内部河川整備計画（案）について 

 横十間川を含む江東内部河川については、江東内部河川整備計画（案）が立案されている。この中で、

横十間川に係る内容の概略は以下のとおりである。 

・横十間川での河川整備は、北十間川から小名木川までの約2.5㎞の区間を計画している。 

・河川整備は、耐震性を確保するため鋼矢板の打設及び河床の地盤改良を行う予定である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         注）図中の破線は、現状の断面である。 
            〃 実線は、計画断面である 

（北十間川での整備断面と同様であると想定した）。 
   図１－４ 横十間川標準断面図（計画案） 
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６）川の利用 

 横十間川の利用状況等は、以下のとおりである。 

・一部の河岸沿いに遊歩道が整備されている。 
・定期船の航行はないが、作業船等の航行がある。 
・ボート遊びやナックルホーの練習に利用されている。 
・魚釣り（ハゼ、ボラ）をしている人も見られる（魚釣場あり）。 
・小名木川より下流側には横十間川親水公園が整備されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 写真－１ 横十間川の様子（栗原橋付近） 写真－２ 横十間川親水公園（ボート乗場） 
                               （計画区間外） 
 
７）周辺の土地利用 

 横十間川調査対象区間周辺の土地利用の状況等は、以下のとおりである。 

・横十間川の調査対象区域は、墨田区と江東区の区境界となっている。 

・両岸の用途地域については、墨田区側は準工業地域（第二種特別工業地区）と第一種住居地域、商業

地域、江東区側は第一種住居地域、商業地域、第一種中高層住居専用地域及び準工業地域（第二種特

別工業地区）となっている。 

・周辺の土地利用状況は、マンション等の住宅と小規模な工場の混在した密集市街地となっている。 

・上流側から柳島橋、神明橋、栗原橋、天神橋、錦糸橋が架橋されており、放射14号線（蔵前橋通り）

が横断している。 

・西側は建物が隣接し、東側は特別区道江128号（幅員約６m～約20m：江東区管理）が並行している。 

・横十間川の対象区域の南西約600～1,400mに、JR総武線及び地下鉄11号線（半蔵門線）の錦糸町駅

がある。 
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錦

放射

蔵前

 
 
 ８）横十間川周辺

 

 
表１ 江東

対

墨田区 
江東区（港湾
江戸川区（平
合計 

 
 

               図１－５ 横十間川周辺の土地利用 
                       （用途地域） 

墨
田
区 

江
東
区 

柳島橋 

神明橋 

栗原橋 

天神橋 

錦糸橋 

総武線

糸町駅 

14 号線 

橋通り 

北十間川 

横
十
間
川 

の人口 

  

内部河川関係区の人口・世帯数及び面積 

統計年月日 
象区 世帯数 

（世帯）
人口 
（人）

面積 
（km2） 人口・世帯数 面積 

110,304 227,298 13.75 H15.1.1 H12.10.1
部は除く） 157,803 334,276 17.43 H15.1.1 H14.1.1
井・小松川地区） 23,706 50,915 4.43 H15.1.1 H13.1.1

291,813 612,489 35.61   －   － 
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２ ダイオキシン類対策における法的な背景 

 （１） ダイオキシン類対策の関係法令 

平成12年１月にダイオキシン類対策特別措置法が施行され、大気、水質、土壌に係る環境基準が定め

られた。環境基準が定められていなかった水底の底質については、環境庁により底質調査マニュアル等

が示され、これらに基づき調査が行われてきた。 

 平成14年９月にダイオキシン類による底質の汚染に係る環境基準が新たに設けられ、これによって、

河川、湖沼等のダイオキシン類の常時監視において、底質の環境基準値を超える汚染が確認された場合、

その対策を講ずることとなった。 

 国土交通省河川局では、平成15年度に「河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）」

等を策定している。 

 

表２－１ ダイオキシン類関連法等の整備状況 

平成12年１月 ダイオキシン類対策特別措置法施行
 大気質、水質、土壌に係る環境基準が設けられ

た。 

平成12年３月 
環境庁が「ダイオキシン類に係る底

質調査測定マニュアル」を策定 

平成 12 年 11

月 

環境庁が「ダイオキシン類の環境測

定に係る精度管理指針」を策定 

 底質中のダイオキシン類濃度に関して調査を行

う場合の試料採取と分析の技術的手法を示したマ

ニュアル並びにダイオキシン類の環境測定におけ

る的確な精度管理を実現するための指針が示され

た。 

平成14年８月 
環境省が「底質の処理・処分等に関

する指針」を策定 

「底質の処理・処分等に関する暫定指針」（昭和

49年５月30日）を廃止し、新たに制定された。

平成14年９月 
ダイオキシン類による底質の汚染に

係る環境基準が施行 

 水底の底質に係る環境基準が設けられた。 

平成15年３月 

国土交通省が「港湾における底質ダ

イオキシン類対策技術指針」を策定

 港湾における底質ダイオキシン類対策を安全か

つ的確に実施するための技術的対応方策を検討

し、技術指針が示された。 

平成15年６月 

国土交通省が「河川、湖沼等におけ

る底質ダイオキシン類対策マニュア

ル（案）」を策定 

河川、湖沼等における底質ダイオキシン類対策

を安全かつ的確に実施するための技術的対応方策

が検討されており、事前調査（概略範囲調査、詳

細範囲確定調査）、対策手法・工法の検討、工事影

響防止策の検討、対策実施後の調査などの計画・

手法等が示された。 

平成15年６月 

国土交通省が「河川、湖沼等におけ

るダイオキシン類常時監視マニュア

ル（案）」を策定 

 河川、湖沼等におけるダイオキシン類の常時監

視に関する基本事項についての標準的な手法が示

された。 
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また、ダイオキシン類関係の法律等の一覧を表２－２に、ダイオキシン類対策特別措置法等による基

準値を表２－３に示す。 

表２－２ ダイオキシン類関係の法律一覧 

区

分 
法 律・政省令・告 示・通知名 整 番 法整備年月日 

ダイオキシン類対策特別措置法 法律105号 
平成11年７月16日 

（改正：H15.6.18） 

土壌汚染対策法 法律 53号 平成14年５月29日 

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 法律136号 
昭和45年 12月25日 

（改正：H15.7.16） 

法

律 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 法律137号 
昭和45年 12月25日 

（改正：H15.6.18） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 政令300号 
昭和46年９月23日 

（改正：H15.8.1） 

大気汚染防止法施行令 政令329号 
昭和43年 11月30日 

（改正：H14.11.1） 

政

令 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令 政令433号 
平成11年 12月27日 

（改正：H14.7.31） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 厚令35号 
昭和46年９月23日 

（改正：H15.6.25） 

大気汚染防止法施行規則 厚通令１号 
昭和46年６月22日 

（改正：H15.3.25） 

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 省令67号 
平成11年 12月27日 

（改正：H14.7.31） 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場

の維持管理の基準を定める省令 
総厚令２号 

平成12年１月14日 

（改正：H12.8.14） 

省

令 

廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の

量の基準及び測定の方法に関する省令 
厚令１号 

平成12年１月14日 

（改正：H12.10.20） 

ダイオキシン類の濃度の算出方法 厚告７号 
平成12年１月14日 

（改正：H14.3.7） 

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染

に係る環境基準 
環告68号 

平成11年 12月27日 

（改正：H14.7.22） 

廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の

量の基準及び測定の方法に関する省令 

第１条第２項及び第２条の規定に基づき厚生大臣が定める方

法 

厚告３号 
平成12年１月14日 

（改正：H12.12.28） 

告

示 

最終処分場に係るダイオキシン類の水質検査の方法 厚･環告１号 
平成12年１月14日 

（改正：H12.12.27） 
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ダイオキシン類に係る大気環境調査測定マニュアル 環境省 平成13年８月 

ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル 環境省 平成12年１月 

ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル 環境省 平成12年３月 

ダイオキシン類に係る水生生物調査暫定マニュアル 環境庁 平成10年９月 

そ

の

他 

底質の処理・処分等に関する指針 環境省 平成14年８月30日 

 

表２－３ダイオキシン類対策特別措置法等による基準値 

規制項目 規制値等 規制内容 条項 

耐用一日摂取量（TDI） 
４pg-TEQ/kg/日 

人間１日当たりの許容摂取量

（Co-PCBも含めての許容摂取量） 
法第６条 

大気 0.6pg-TEQ/m3 

水質 １pg-TEQ/L 

土壌 1,000pg-TEQ/g 

環境庁告示 

環境基準 

底質 150pg-TEQ/g 環境省告示 

法第７条 

排出ガス 

（廃棄物 

焼却炉） 

・0.1ng-TEQ/Nm３ 

（4t/h以上） 

・1ng-TEQ/Nm３ 

（2～4t/h） 

・5ng-TEQ/Nm３ 

（2t/h未満） 

排出ガス及

び排出水に

関する規制 

排出水 10pg-TEQ/L 

廃棄物処理法等の従来基準と同じ 法第８条 

大気総量規制基準 
－ 

都道府県知事が総理府令の定めに

より総量規制基準を定める 
法第10条 

ばいじん及び焼却灰に係

る処分基準 3ng-TEQ/g 

厚生省令で定める基準値内（処分

するためのダイオキシン類濃度の

規制） 

法第24条 

海洋汚染防止法によるば

いじん及び焼却灰の判定

基準 

3ng-TEQ/g 

環境省で定める基準値以内（船舶

から排出処分するためのダイオキ

シン類濃度の規制） 

海洋汚染防止法 10 条

第２項３号 

令５条第１項第８号 

余水吐きから流出する水

質基準 10pg-TEQ/L 

余水吐きからの流出する海水の水

質についての基準を定める総理府

令に規定された基準値以内 

海洋汚染防止法 10 条

第２項３号 

令５条第１項第２号 

廃棄物最終処分場の維持

管理基準 

・放流水の基準 

（10pg-TEQ/L） 

・ばいじん等の飛散

・流出防止 

・地下水の測定等 

総理府令、厚生省令で定める基準

値以下（総厚令２号） 
法第25条 
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３ 水質・底質等調査結果及び対策土量 

（１）水質及び底質の状況 

 東京都環境局が行った横十間川の天神橋における水質、底質及びダイオキシン類の調査結果は表３－

１～３に示すとおりである。 

     表３－１ 横十間川（天神橋）における水質調査結果（平成13年度） 

横十間川・天神橋 地 点 

項 目 年平均 最小～最大 

環境基準 

Ｃ類型 

透明度(cm) 89 24～>100 － 

ｐＨ 7.5 7.8～8.5 6.5～8.5 

ＤＯ(mg/L) 6.8 3.8～17.1 5以上 

ＢＯＤ(mg/L) 2.0 0.7～5.3 5以下 

ＣＯＤ(mg/L) 5.5 3.8～9.7 － 

ＳＳ(mg/L) 4 <1～12 50以下 

Ｔ－Ｎ(mg/L) 5.1 3.97～5.91 － 

Ｔ－Ｐ(mg/L) 0.289 0.187～0.437 － 

NH4－Ｎ(mg/L) 1.68 0.17～2.91 － 

NO2－Ｎ(mg/L) 0.281 0.086～0.376 － 

NO3－Ｎ(mg/L) 1.58 0.69～2.27 － 

電気伝導率(×10-1mS/m) 25,100 15,600～33,900 － 

ATU添加ＢＯＤ(mg/L) 1.3 0.7～2.1 － 

ＣＯＤ／ＢＯＤ(mg/L) 3.1 1.9～4.6 － 

 

      表３－２ 横十間川（天神橋）におけるダイオキシン類調査結果（公定法） 

 底質(pg-TEQ/g) 水質(pg-TEQ/L) 

平成12年度 240 0.98 

平成13年度 360 1.9 

平成14年度 300 1 

環境基準 150 1 

         ※土壌環境基準：1,000pg-TEQ/g 

 

  表３－３ 横十間川（天神橋）における底質調査結果［健康項目］（含有量）(mg/kg) 

 カドミウム 鉛 総クロム 砒素 総水銀 PCB 備   考 

平成9年度 9.55 387 885 42.2 4.48 0.59  

平成11年度 8.57 382 729 51.2 4.33 0.51  

平成13年度 9.07 364 857 40.6 3.8 0.81  

都平均 0.88 45 150 7.4 0.3 0.07 平成13年データ 

全国平均 0.86 37 105.5 6.7 0.38 0.09 〃 

都99％値 6 200 300 30 3 1 〃 

国99％値 9 360 1200 41.9 5.75 2.97 〃 

暫定基準 － － － － 25 10  
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（２）今回の検討にあたり実施した底質ダイオキシン類調査の結果は下図のとおりである。 

①東京都（環境局、建設局）実施（平成 14 年度） 
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140

60
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38

17

100m

17

65

17

32

横十間川

表層

柳島橋

神明橋

天神橋

錦糸橋

栗原橋

単位：pg-TEQ/g
下層

（表層の50cm程度下方）

」

横十間川

50m

50m

100m

200m

100m

100m

100m

160m

50m

50m

50m

50m

10m

10m

20m

20m

20m

290

720

250

230 320

2200

800

230

180170

240

170

200 270

200

330

160

240

240

230

410

200 210

200

220

270220 160

220

270

250

180

200

200

170

2500

640

5200

＜凡例＞ 

東京都建設局 △（公定法）    東京都環境局 ○（公定法）    「公共用水域追跡調査結果 ※ 

調査地点  ▲（簡易法）     調査地点  ●（簡易法）      東京都環境局調査  

(H15.11)                          (H15.5)             （平成14年度） 

（赤字は環境基準値（150pg-TEQ/g）を超過した箇所） 

図３－１ ダイオキシン類調査結果 
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②ダイオキシン類調査の結果（東京都調査結果及び独立行政法人土木研究所 調査結果） 

注１：東京都と土木研究所の調査は同じ調査地点でも、 
使用した試料が違うため、調査結果に違いがある。

注 2：下層の調査は土木研究所では実施していない 
 
図3－2 東京都及び土木研究所実施調査結果（上層） 
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010 10

10m

凡例
単位：pg-TEQ/g
①独立行政法人　土木研究所　公定法
②東京都建設局　簡易法調査
③東京都建設局　公定法調査
④東京都環境局　簡易法調査

①6,500pg・TEQ/g（表層）

②850pg・TEQ/g（-25cm）

③0.22pg・TEQ/g（-195cm）

平常時水位

④330pg・TEQ/g（表層）

④200pg
・TEQ/g（表層）

12.5cm

35m

26.5m

 

 図３－３ Ｓｔ．10の断面図 

 

（図３－２から確認できる事項） 

・1,000pg-TEQ/gを超過している範囲の深度は超えている箇所と越えていない箇所の中点で決

 (０－２５)/２=－１２．５cm 

・③の結果より、在来層はダイオキシン類に汚染されていないことがわかる。 

・在来層の表層についてはコアサンプリング調査及び堆積土厚調査（Ｈ１１東京都建設局調査

・対策すべき底質量は、代表的な断面図の作成を行い、対象延長を乗じて算出している。 
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在来層（シルト層）
堆積層（黒シルト層）
調査

定している。 

）より算定。 



＜参考＞（簡易法の測定方法） 

 

○東京都環境局 

①公定法に従い風乾・混合した試料を公定法に従いソックスレー抽出を行ない、抽出試料とした。 

②クリーンアップは公定法に従い行なった。 

③キャピラリーカラムはＤＢ５ＭＳ １本で測定を行なった。 

④高分解能（１００００以上）のGC/MSを使用し、ＴＥＦ項目のみ測定した。 

⑤定量下限値は50pg-TEQ/g を担保する。 

 

○東京都建設局 

簡易法は、GC-MS簡易分析法とする。 
GC-MSをもちいてPCDD,PCDFのTEF項目を測定し PCDD,PCDFのTEQを求める。 
調査当該箇所の既存データよりCo-PCBの推定値を算出しておき（下記注釈参照）、GC-MSをもちいて測定して算
出したPCDD,PCDFのTEQにCo-PCBの推定値を加算してダイオキシン類のTEQを求める。 
＜前処理＞ 
① 公定法に従い風乾・混合した試料を公定法に従いソックス抽出を行ない、抽出試料とする。 
② クリーンアップは公定法に従い行う。 
＜GC-MS測定＞ 
① キャピラリーカラムは CP Sil-88、DB-5相当カラムのどちらかもしくは両方を用いてTEF項目以外 

 の異性体について存在比を分析後でも確認できるものを使用する。 
②GC-MSは高分解能(10000以上)のものを用い測定する。 

 

注）Co-PCB（推定値）は、東京都環境局ホームページ（表３－４参照）のSt.9～St.11Wの６試料における

Co-PCBの測定結果を平均したものを用いた。 

  

     表３－４ ダイオキシン類分析結果表（公定法）［東京都環境局ホームページより抜粋］単位：pg-TEQ/g 

     
試料名称 

Total 
(PCDD+PCDF+Co-PCB)

PCDD+PCDF Co-PCB 

St.9 270 200 73 

St.10E 下 270 170 94 

St.10W 上 2500 2500 71 

St.10W 下 200 120 79 

St.11W 上 720 660 55 

St.11W 下 410 240 170 

  平均 約100 
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（３）対象土量の算定 

 図３－２に示した底質ダイオキシン類調査結果及び河川の代表的な断面を基にして、対象土量の算定を行っ

た。対象土量の算定は、環境基準を超過する土量及び1,000pg-TEQ/gを超える高濃度区域の土量の２ケースと

した。なお、土壌のダイオキシン類の環境基準値である1,000pg-TEQ/gをケース分けの境界とした。 

 また、表層から 20～70cm が汚染対象土量の場合には、施工上の観点から在来地盤と考えられる底層まです

べてを対象とするものとして推計した。 

 

 

 

１）環境基準超過の対象土量 

 各地点の断面位置ならびに対象範囲は、図３－３に示すとおりである。 

 環境基準を超過する対象土量は、約35,000ｍ３と推計される。 
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150～1000pg-TEQ/g範囲 

1000pg-TEQ/g超過範囲 
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２）1,000pg-TEQ/g超過の対象土量 

1,000pg-TEQ/gを超える範囲は、流下方向60ｍ、幅方向10ｍ、深さ方向（底質表面と深度25cmの中

点）の範囲（図３－２参照）と考え、次式より約100ｍ３と推計した。 

 

60ｍ × 10ｍ × 0.125ｍ ＝ 75ｍ３ ≒ 100ｍ３ 

 

 

 
 
 
３） 現地調査のまとめ 

 調査結果をまとめると、以下のとおりである。 

 

① 現地調査の結果により、ダイオキシン類の分布状況（平面、鉛直）を把握し、1,000pg-TEQ/gを超

過している地点を確認した。 

 ・天神橋の下流約40ｍ付近で最高濃度が検出された 

（1,000pg-TEQ/gを超える範囲：60ｍ×10ｍ＝約600㎡）。 

 ・検出されたダイオキシン類濃度の最大値は19,000pg-TEQ/gであった。 

② 在来層（概ねA.P.-4ｍ程度）では環境基準値を超える底質ダイオキシン類は検出されなかった。 

 ・在来河床のダイオキシン類濃度：St.5W:28 pg-TEQ/g 、St.10W:0.22pg-TEQ/g（公定法） 

③ 堆積土厚調査結果に基づき対策すべき底質土量（150pg-TEQ/g超）を算出した結果、約35,000ｍ３

となった。そのうち1,000pg-TEQ/gを超える底質土量は約100ｍ３であった。 

④ ダイオキシン類の異性体分布パターンは、1,000pg-TEQ/g超過範囲とその他の範囲では異なる。 

  1,000pg-TEQ/gではＰＣＤＦｓ、その他の範囲ではＯＣＤＤの割合が高い（図３－４参照）。 

⑤ 溶出量調査結果より、重金属類は水底土砂の海洋埋立に係る判定基準を満足していたものの、ダ

イオキシン類及び油分については判定基準を超過していた（表３－５参照）。 

⑥ 底質土について 

  ・比較的粒径の小さいシルト及び粘土で構成されている。 

  ・環境基準を超えるダイオキシン類が検出された底質は年代測定（東京都環境局調べ）の結果、

1954年以降に堆積したことが推測されている。 

  ・横十間川では、過去に浚渫（維持管理用）を昭和43年、47年と昭和61年の２回実施した。 
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図３－４（上図）1,000pg-TEQ/g超過における異性体パターン（St.10W-30m（表層）） 

（下図）150～1,000pg-TEQ/gにおける異性体パターン（St.13（表層）） 
（Co-PCBは環境局が実施したSt.10WU地点の調査結果） 

表３－５ 溶出量試験結果 

項 目  St.9 St.10Ｗ 基準値 

アルキル水銀化合物（R-Hg） 不検出 不検出 不検出 

水銀又はその化合物（Hg） <0.0005 <0.0005 <0.005 

ＰＣＢ <0.0005 <0.0005 <0.003 

砒素又はその化合物（As） <0.01 <0.01 <0.1 

有機燐化合物（O-P） <0.1 <0.1 <1 

カドミウム又はその化合物（Cd） <0.001 <0.001 <0.1 

シアン化合物（CN） <0.1 <0.1 <1 

鉛又はその化合物（Pd） 0.024 0.036 <0.1 

亜鉛又はその化合物 <0.5 <0.5 <5 

銅又はその化合物（Ｃu） <0.1 <0.1 <3 

セレン又はその化合物 <0.01 <0.01 <0.1 

六価クロム化合物（Cr6+） <0.02 <0.02 <0.5 

ふっ素又はその化合物 <1 <1 <15 

クロム又はその化合物 <0.2 <0.2 <2 

ニッケル又はその化合物 <0.1 <0.1 <1.2 
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バナジウム又はその化合物 <0.1 <0.1 <1.5 

ベリリウム又はその化合物 <0.1 <0.1 <2.5 

四塩化炭素 <0.002 <0.002 <0.02 

トリクロロエチレン（TCE） <0.03 <0.03 <0.3 

テトラクロロエチレン（PCE） <0.01 <0.01 <0.1 

ジクロロメタン <0.02 <0.02 <0.2 

1,2 ジクロロエタン <0.004 <0.004 <0.04 

1,1 ジクロロエチレン <0.02 <0.02 <0.2 

シス1,2 ジクロロエチレン <0.04 <0.04 <0.4 

1,1,1 トリクロロエタン <0.1 <0.1 <3 

1,1,2 トリクロロエタン <0.006 <0.006 <0.06 

1,3 ジクロロプロペン <0.002 <0.002 <0.02 

ベンゼン <0.01 <0.01 <0.1 

シマジン <0.003 <0.003 <0.03 

チウラム <0.006 <0.006 <0.06 

チオベンカルブ <0.02 <0.02 <0.2 

有機塩素系化合物 <4 <4 <40 

油分 18.6※ 29.2※ <15 
    

ダイオキシン類 23※ 73※ <10 

 

注）※：判定基準値を超過した項目の値。 

  単 位：mg/L(溶出量) ただし、有機塩素系化合物 mg/kg(含有量)、ダイオキシン類 pg-TEQ/L(溶出量) 

基準値：水底土砂の海面埋立に係る判定基準（ダイオキシン類以外）    

    ダイオキシン類を含む水底土砂に係る判定基準（ダイオキシン類）    

（新海面埋立地及び中央防波堤外側埋立地(その１地区)の受入基準と同じ）    

出 典：海洋汚染防止等法令の埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を 

    定める総理府令（昭和48.2.17 総令６）（ダイオキシン類以外） 

    海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 

   （平成 15 年政令第 223 号）（ダイオキシン類） 
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４ 環境基準を超過した原因 

 

（１）横十間川周辺の土地利用状況等 

 横十間川周辺における過去の土地利用、河川水の状況、下水道の整備状況については、以下のとおり

である。 

 ① 横十間川周辺の土地利用状況 
・過去において、中小工場と住宅が混在する地域であった。 

・1960年頃（昭和35年頃）には、精密機械製造業、電気化学工業、染色業、製薬業、金属加工業、ゴ

ム製品業、製油所など多くの工場が立地していた。 

・現在も、工場は立地しているが、排水を横十間川に直接放流している事業所はない。 

 ② 横十間川の河川水の状況 
・低地対策河川事業として、扇橋閘門と木下川排水機場は昭和51年度に完成し、北十間川樋門は昭和

53年度に完成している。 

・現在は、外部の河川からの流入はほとんどなく、通常水の流れは僅かしかないため、底泥が溜まりや

すい状況にある。 

 ③ 下水道整備の状況 
・1960年後半～1970年代に下水道が整備され、現在、横十間川に直接放流される排水はない。 
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（２）まとめ 

◎横十間川におけるダイオキシン類の流入経路については、以下のことが考えられる。 
 

≪1,000pg-TEQ/gを超える範囲≫ 

・当該区域は昭和 61 年度に維持浚渫を行っていること、1,000pg-TEQ/g を超えるダイオキシン類

が検出された範囲が鉛直方向で底泥表層に限定されていることから、昭和 61 年（しゅんせつ工

事実施年）以降に堆積したことが考えられる。 
・分布状況から、水上からの不法投棄や事故等が考えられる。 

・ＰＣＤＦｓが高いという異性体の構成から塩素処理等による由来が推定される。 

   
 ≪低濃度区域≫ 

  ・環境局の年代測定結果より、底泥全体は1954年（昭和29年）以降に堆積したものと考えられる。 

  ・現時点では発生源対策が進んでおり、新たな流入の可能性は低いと考えられる。 

（図４－１参照） 

・ＯＣＤＤが高いという異性体の構成から焼却や農薬（ＰＣＰ、ＣＮＰ等）の由来が推定される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４－１ 全国のダイオキシン類排出量の推移 

出典：「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリーについて）」平成15年12月５日 環境省 

 

 以上のことから、 

◆ 汚染発生要因は類推されるが、汚染原因者を特定することは困難である。 
◆ ダイオキシン類の発生源対策が進んでいる。 
 ・燃焼由来：全国のダイオキシン類排出量の推移（図４－１参照）。 

 ・農薬由来：現在、製造販売中止となっている。 
 

 

 

◎全国的なダイオキシン類の発生源対策により、今後、横十間川への汚染の流入は考えにくい。 
◎対策を実施することで、再度、ダイオキシン類が環境基準を超過する可能性は低い。 
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５ 対策実施上の課題の整理 

 横十間川の現状・特性及び環境基準を超過した原因等を勘案し、対策を進める上での課題を整理した。 

 課題の整理にあたっては、 

    ◆土地利用の観点から見た課題 

◆河川利用の観点から見た課題 

◆河川構造に関する課題 

◆関連計画から見た課題 

◆汚染底質の分布状況等から見た課題 

◆汚染底質対策工に関する課題 

◆生態系に関する課題 

に区分して整理した。 

 課題の整理は表４－１に示すとおりである。 
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表５－１ 対策を実施する上での課題とその対応 

区 分 現  状 課  題 対  応 

土
地
利
用
の
観
点
か
ら
見
た
課
題 

・周辺は住宅、町工場が立ち並ぶ

密集市街地であり、近隣に空地

がほとんどない。 

・両岸には、約13,100世帯（平成

15年１月現在：横十間川の対象

区域に接する町丁を集計した）

が生活している。 

・東側に道路があるが、護岸によ

り横十間川に直接接近出来な

い。 

・現地周辺に十分な空地がなく、現地

での作業ヤードの確保が難しい。 

・浚渫土や資材機材の搬出入に制限が

ある（西側には住宅等が立地して

おり困難、東側には道路が並行し

ているが、堤防を超える仮設が必

要）。 

・輸送方法や輸送ルートの検討が難し

い。 

・対策実施には住民配慮が必要。 

・河川区域内のみで可能な作業方法を検討

する。 

・資機材等の搬送は、水上輸送を基本とす

る。 

・現場内で対応可能な工法を検討する。 

・現場での作業、輸送方法については、環

境・安全対策に十分配慮する。 

・近隣への影響に常に配慮し作業を進め

る。 

河
川
利
用
の 

観
点
か
ら
見
た
課
題

・作業船の航行がある。 

・魚釣りやボートの練習に利用さ

れている。 

・小名木川より下流に横十間川親

水公園が整備されている。 

・作業船が航行できなくなるような対

策は取れない。 

・二次汚染の防止。 

 

・船が航行可能な対策方法をとる。 

・魚の捕食の是非について調査する。 

 

河
川
構
造
に
関
す
る
課
題 

・水深が浅い。 

・川幅が約36mと狭い。 

・扇橋閘門、最小桁下の新高橋等

があり航行船に制限がある。 

・鋼矢板護岸が老朽化している（設

置後約30年経過）。 

・作業船の大きさに制限がある。 

・覆砂工では水深の確保が出来ない。

・浚渫・掘削工事による護岸矢板への

影響。 

 

・作業船は長さ 25ｍ以下、幅８ｍ以下、

高さA.P.＋3.7m以下等の制限がある。

・護岸鋼矢板は、構造上は計画河床までの

掘削除去であれば土圧的に安全である

が、老朽化に対する作業上の配慮が必

要となる。 

 

関
連
計
画
か
ら
見
た

課
題 

・江東内部河川整備計画（案）を

策定中である。 

・江東内部河川整備計画（案）との整

合性を図る必要がある。 

・膨大な対策事業費を要する。 

・恒久対策は、掘削除去を実施する。 

・河川整備計画案の河床掘削であれば、汚

染底質はほぼ除去される。 

・河川整備計画を考慮した上で、対 

策工事のスケジュールを検討する。 

汚
染
底
質
の
分
布
状
況
等
か
ら
見
た
課
題 

 

・汚染原因が明確になっていない。 

・濃度分布は、17～19,000pg-TEQ/g

である。 

・底質ダイオキシン類の溶出量は

新海面埋立処分場の受入基準

を超過している。 

・ダイオキシン類濃度(水質)は夏

に高く、冬に低い傾向がある。 

・底質は、油臭とどぶ臭の底質が

ある。 

・ 土 壌 の 環 境 基 準 で あ る

1,000pg-TEQ/g で範囲を区分し、

対策工を検討する必要がある。 

・対策工を実施する時期の検討。 

・臭気対策に配慮する必要がある。 

 

・モニタリングと汚染原因の調査・検討を

行う。 

・1,000pg-TEQ/g超過している底質につい

ては、早期に対策を実施していく。 

・1,000pg-TEQ/g超過している底質は、必

要に応じ応急対策として原位置対策工

を実施する。 

・周辺水質への影響が小さくなるよう配慮

する。 

・臭気対策の検討。 
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汚
染
底
質
対
策
工
に
関
す
る
課
題 

・分解無害化技術の開発が進めら

れている最中である。 

・現状では分解無害化にかかる処

理費用が非常に高価（10万円以

上／m３底質）である。 

・河川底質ダイオキシン類の処

理・処分の事例が殆どない。 

・中間処理用地の確保が難しい。 

・最終処分先の確保（法令・基準、

管理者との協議等）が難しい。 

・再利用先の確保が必要である。 

・高濃度底質については早期に行える対策

を検討する(原位置対策)。 

・分解無害化処理については、技術開発の

動向をふまえ、実施する。 

・含有量 150pg-TEQ／g 以下、溶出量

10pg-TEQ／L以下にして最終処分を行う。

・最終処分方法については、土質材として

の利用も検討する。 

 

生
態
系
に 

関
す
る
課

・魚類等の生息環境となっている。 ・魚類等へのダイオキシン類蓄積の懸

念がある。 

 

・魚類調査を実施する。 

・工事実施にあたっては、周辺環境への配

慮を検討する。 
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６ 対策方針 

 「河川・湖沼等における底質ダイオキシン類対策マニュアル（案）、平成 15 年 6 月国

土交通省河川局河川環境課」を参考に、表 4－1 の対応方針を整理し以下に対策方針を

まとめた。 
 

（１） 対策方針 

 

 ≪基本目標≫ 
◆ 底質の適正な処理    ◆ 河川機能の維持 

◆ 河川整備との整合    ◆ 対策に伴う周辺環境への影響防止 

◎環境リスクに応じた対策を行う。 

◆汚染拡散の防止    ◆暴露経路の遮断  ◆適切な情報公開の実施 

 

 

 

 

 

 

 
 ≪対策検討上のポイント≫ 

・底質ダイオキシン類対策は、現時点では経済的かつ確実な方法が確立していない状況なので、

応急対策と恒久対策に分けて対策を検討する。 

・応急対策は、現時点で早急かつ確実に効果を発現できる方法を選定する。 

・底質ダイオキシン類の、経済的かつ確実な無害化処理技術の開発動向に留意する。 

・底質が廃棄物に該当しないため、現在、底質ダイオキシン類の法令上適切な無害化処理施設

がない。 

・横十間川は、ダイオキシン類の水質が環境基準値以内であり、水の流れがほとんどないので、

魚に対して検討すれば暴露経路はほぼ断てる。 

・汚染拡散の防止に関しては、流水が管理されていることや、他河川への流れも少ないので、

対策区域外への底質の拡散はほとんどない。そこで、区域内の 1,000pg-TEQ/g を超過して

いる底質の撹乱を抑えることが緊急の対策として必要である。 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
≪対策の進め方≫ 

◆「1,000pg-TEQ/g 超過範囲」と「150pg-TEQ/g～1,000pg-TEQ/g の範囲」に分けて

対策手法を検討する。 

◆対策工事は、「応急対策」と「恒久対策」に分けて実施する。 

◆応急対策（より経済的な処理技術が開発されるまで、現位置での応急対策を行う） 

⇒1,000pg-TEQ/g 超過範囲      ：原位置固化処理の実施 

150pg-TEQ/g～1,000pg-TEQ/g の範囲：河川の水質監視等の強化 

◆恒久対策は、河川整備と整合を図り実施する。 

⇒原則として水底からの掘削除去を行う 

◆魚のダイオキシン類含有量調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪対策工事上の目標値≫ 

◆原位置固化処理 → 高濃度区域の底質（約 100m3 

 ）をセメント固化材で固化する。振とう

溶出試験を行い、その結果が現況水質及び環境基準値を満足するた

め、1pg-TEQ/L 以下となるようにする。 

掘削除去工   → 底質の環境基準値である 150pg-TEQ/g を超過している底質（約

35,000m3 

 ）を掘削除去する。 

 

 

 

 
◆ 
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（２）横十間川における対策案 
 
 

 

 

 

影
響
防
止
策 

・環境監視計画の作成 

・汚濁拡散防止に努める 

  汚濁防止膜等の設置 

  濁度計等による監視 

 ・騒音・臭気の監視 

対策実施後に確認調査を実施する 

土木資材（低水路への

埋め戻し材）等として

利用する。 

 

掘削・除去 

1,000pg-TEQ/g 以下に

無害化処理を行った上

で、処分場への搬出や

土木資材としての利用

を図る。 

掘削・除去 

◎低濃度区域 
 

◎高濃度区域 
 

恒久対策 

◎低濃度区域 
 ・河川監視の強化 
 ・モニタリング調査 

◎高濃度区域 
 ・原位置処理対策 
 ・モニタリング調査

応急対策 
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